
「尼崎版スマートハウス普及促進事業」の二次募集を実施します 

１ 事業名 

尼崎版スマートハウス普及促進事業 

２ 概要 

環境モデル都市である本市は、ZEH
ゼッチ

やスマートハウス等の低炭素型住宅を市内に普及させるこ

とで、家庭部門の CO2 排出量の削減や、災害に強いまちづくりを進めることを目的に、今年度か

ら「尼崎版スマートハウス普及促進事業」を開始しました。 

一次募集は 6 月 17 日～7 月 12 日の約 4 週間行い、尼崎版スマートハウスや創蓄エネルギーハ

ウス等、6件 15 種の申請がありました。 

本事業におけるスマートハウス関連機器の補助は『設置後に申請すること』と定めていますが、

市民や事業者が、今年度から補助制度ができたことを知り、補助を活用して蓄電池等の設置を検

討した場合、一次募集の申請期間が 4週間と短かったため、契約してから購入設置するまで、一

次募集の期間に申請が間に合わないといったご意見がありました。 

このことを踏まえ、二次募集では申請期間を 8月から 9月にかけての約 9週間実施することと

いたしました。ゆとりをもって申請ができるよう期間を変更しましたので、スマートハウス住宅

の市内での普及に向けて、ぜひ本事業の制度をご活用ください。 

なお、ZEH 補助の実施は兵庫県下で初となります。ZEH 補助については着工前の申請としてい

ます。 

３ 申請期間 

  二次募集： 8 月 1日～9月 30 日 

４ その他 

  本事業の内容については別紙のとおり 

以 上   

令和元年 7 月 30 日

所 属 環境創造課

所属長 小島 寿美

電 話 06-6489-6301 



別 紙 

尼崎版スマートハウス普及促進事業  

（１）補助対象

  新築・既築の場合：市民（ZEH 補助については転入予定者も可）

  建売の場合   ：販売事業者

（２）市の目指す低炭素な住宅とは 

                          左図のように、ZEH*1 をはじめとして、 

３種類のスマートハウス機器を備えた住

宅を「尼崎版スマートハウス*2」として位

置づけ、市内に普及させることを目指しま

す。

                          また、令和元年 11 月に FIT からの卒業

を迎える太陽光発電設備が発生すること

から、蓄エネ機器導入により、電力の自家

消費へと誘導することで、低炭素なまちづ

くりを推進します。

◆創エネ・蓄エネ・整エネ機器とは

創エネ 蓄エネ 整エネ 

・太陽光パネル 

・エネファーム 

・エコキュート 

・蓄電池

・V2H 
・V2H+電気自動車等

（同時導入*3）

・HEMS 

*1 ZEH
ゼ ッ チ

  ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス。エネルギー収支が理論上ゼロになる低炭素な

住宅のこと。2018 年 7 月に閣議決定された「第 5 次エネルギー基本計画」において

は、「2020 年までにハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上で、2030
年までに新築住宅の平均で ZEH の実現を目指す。」としています。

*2 尼崎版スマートハウス エネルギーを創って蓄え、効率良く消費できる、創・蓄・整の３種

類のスマートハウス機器が揃った住宅。



（３）補助について 

 「ZEH 補助」と「スマートハウス補助」があります。（補助申請は一住宅につき一回限りです）

 いずれも、国の ZEH 補助との併用はできません。

ZEH 補助 スマートハウス補助

申請するタイミング 住宅の着工前 機器の設置後

補助額 60 万円
機器への補助 

＊蓄エネ機器は、市内事業者設置で 1.5 倍補助

創エネ

太陽光発電システム
機器単独の

補助はなし
エネファーム

エコキュート

蓄エネ

蓄電池 10 万円

V2H 10 万円

V2H+電気自動車等 15 万円

整エネ HEMS 01 万円

スマートハウス加算*4（機器への補助に上乗せ）

＊加算額は定額

＊機器は同時導入*3 すること。

蓄整エネルギーハウス

（蓄エネ機器+整エネ機器）
+3 万円

創蓄エネルギーハウス

（創エネ機器+蓄エネ機器）
+5 万円

尼崎版スマートハウス

（創エネ機器+蓄エネ機器+整エネ機器）
+10 万円

*3  同時導入  同一年度内に所定の組み合わせで機器を導入すること。 

*4  スマートハウス加算  機器を同時導入して申請した場合、機器の補助に上乗せするもの。加

算対象となる組み合わせは、上の表のとおり。


